
女性技術者を雇用し、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を

策定する。

１.計画期間 令和　３年　９月１０日から令和　８年　８月３１日

２.課　　題 １）女性の技術者の応募がなく、女性の技術者がいない。

２）女性のほとんどは事務職で採用・配置される。

３.内　　容 【目標１】 技術職の女性職員を１名以上雇用する。

【対　策】 ・令和３年９月から高校の進路指導担当者に対して建設業

　への女性進出の情報提供を進める。

・令和３年９月から学生を対象としたインターンシップの内容

　を検討し、女性に特化した内容を盛り込み積極的に開催

　する。

【目標２】 女性技術者の採用を踏まえて、女性が安心して働ける

現場環境を整備する。

【対　策】 ・令和３年９月から現場事務所に配置するうえでの課題

　抽出と対策を検討する。

・令和３年１０月から女性職員採用に備えて女性に対応

　した備品類を購入する。

山高建設工業(株)　一般事業主行動計画

女性活躍推進法に基づく

令和　３年　９月　１日　


